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[収入印紙] 

市有財産売買契約書 

 

 売払人 日置市（以下「甲」という。）と買受人 ○○（以下「乙」という。）とは、次

の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

（売買物件） 

第１条 売買物件は、次のとおりとする。 

(1) 土地 

物件 

番号 
地 番 現況地目 

数 量 

（㎡） 
備   考 

Ｌ１ 1543-５ 宅地 4,846.37  

注 数量は、公簿地積による。 

(2) 建物 

物件 

番号 
地 番 名 称 

数 量 

（㎡） 
構 造 等 

Ｂ１ 1543-５ 集会所 758.06 昭和50年築・鉄筋コンクリート造 

Ｂ２ 1543-５ 浴場 299.00 昭和不詳築・鉄筋コンクリート造 

Ｂ３ 1543-５ 倉庫 132.65 平成16年築・軽量鉄骨造 

  合計 1,189.71  

注 数量は、市有財産台帳面積による。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金○○○円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として、金○○円を現金により納付しなけ

ればならない。 

２ 前項の契約保証金のうち、金○○円は入札保証金又はこれに代えて供された銀行振出

小切手（以下「入札保証金等」という。）により充当するものとする。 

３ 第１項の契約保証金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項の契約保証金を売買代金に充

当するものとする。 

６ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲に帰属さ

せることができる。 

（売買代金の支払い） 

第４条 乙は、売買代金のうち前条第１項の契約保証金の額を除いた金○○円を、甲の発

行する納入通知書により令和６年 月 日（本契約締結の日から30日以内）までに甲に

支払わなければならない。 



２０ 

 

２ 甲は、乙が本契約締結と同時に売買代金を一括で納付するときは、入札保証金等を売

買代金に充当するものとする。 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（所有権移転の登記） 

第６条 甲は、売買物件の所有権移転及び指定建物解体確認後、乙の請求によりその売買

物件の登記を遅滞なく所管法務局に嘱託するものとし、実測の結果地積に過不足が生じ

ても精算しない。 

２ 前項の規定による所有権の移転登記は、公簿地積によるものとする。 

３ 第１項の登記に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 甲は、第５条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあっ

たものとする。 

（危険負担） 

第８条 乙は、本契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間に、売買物件が甲の責

めに帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合には、甲に売買代金の減額

若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。 

（契約不適合責任） 

第９条 甲は、売買物件を現状有姿で乙に売り渡すものであり、甲は、売買物件の品質上

の問題（土壌汚染、地中埋設物及び産業廃棄物を含むが、これらに限られない。）が発

見された場合でも、乙に対して一切の責任を負わないものとし、乙は、履行の追完の請

求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができないものとす

る。 

（契約の解除） 

第10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することがで

きる。 

（返還金等） 

第11条 甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還

する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還し

ない。 

３ 甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第12条 乙は、甲が第10条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで

に売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失し、又は毀損しているときは、

その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなけれ



２１ 

 

ばならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、そ

の損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（用途制限等） 

第13条 第１条第２号に掲げる建物のうち、物件番号Ｂ１及びＢ２については、売買契約 

 後10月以内に解体すること。 

２ 本物件において、利用定員40人以上の保育施設を整備し、事業開始日から15年以上

継続して医療的ケア児保育支援事業を含む保育事業及び未就学児の一時預かり事業を

自ら運営すること。 

３ 前項の保育事業については、本物件取得後２年以内に開始すること。 

（実地調査等） 

第14条 甲は、前条に規定する事項について必要があるときは、売買物件について現地を

調査し、又は乙に対し必要な報告を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項の報告を怠

ってはならない。 

（違約金） 

第15条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める金額を違約金と

して甲に支払わなければならない。 

(1) 前条に定める義務に違反したとき 金 売買代金の１割 円 

(2) 第13条に定める義務に違反したとき 金 売買代金の３割 円 

２ 前項の違約金は、次条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

（損害賠償） 

第16条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

（返還金の相殺） 

第17条 甲は、第11条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第15条

に定める違約金又は第12条第２項若しくは前条の規定による損害賠償金を甲に支払う義

務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第18条 本契約の締結、履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（信義誠実の義務） 

第19条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

（裁判管轄） 

第20条 本契約に関する訴えの管轄は、日置市の所在地を管轄区域とする鹿児島地方裁判

所とする。 

 

  上記の契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各自
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その１通を保有する。 

 

  令和  年  月  日 

 

   売払人（甲）  鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目１００番地 

           日置市 

           日置市長  永山由高 

 

   買受人（乙）   

            

            

            

 

容認事項（土地・建物） 

乙は、次の事項を確認し、承諾の上、本物件を購入するものとする。 

 

１ 本物件の周辺環境及び近隣関係は変化する場合があること。 

２ 本物件は、建物躯体や設備等に相応の自然損耗や経年変化が見られるが、乙は、建物

の現況を理解した上で本物件を購入するものとする。 

３ 本物件の土壌汚染状況の調査は行っておらず、土壌汚染の有無については不明である。

引渡し後に土壌汚染が判明した場合、その除去等の対策費用は乙が負担するものである

こと。 

４ 契約後に地中埋設物（配管含む。）等が発見された場合の撤去費用等は、乙の負担と

する。 

５ 第１条第２号に掲げる建物のうち、物件番号Ｂ１及びＢ２についてはアスベスト含有

が想定される建物であること。 

６ 隣接している甲所有の日置市ふれあい健康センターの建物屋根が本物件内に越境して

いる可能性があるが、当該建物が現存する期間について、乙は現状のまま使用承諾し、

本物件を第三者に譲渡する場合も、新たな譲受人に本条件を承継すること。 

７ 第１条第２号に掲げる建物のうち、物件番号Ｂ３内にある社会福祉団体等の物品につ

いては、乙が新たに整備する保育施設運営開始までの期間、継続して保管に協力するこ

と。 

なお、乙が故意に損害与えた場合を除き、保管物品の損害等に関して乙は一切の責任

を負わない。 

８ 開示情報の正確性について、甲は責任を負わない。 

 


